
承認第１０号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

令和２年５月２６日提出 

 

                木津川市長 河井 規子 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専決処分書 

 

議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和２年５月６日 

 

木津川市長 河井 規子   

 

記 

 

木津川市介護保険条例の一部改正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



木津川市条例第１８号 

 

木津川市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

木津川市介護保険条例（平成１９年木津川市条例第１１３号）の一部を次のように

改正する。 

 

第４条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第２項中「平成３

１年度及び平成３２年度の各年度」を「令和２年度」に、「２２，３００円」を「１９，

１００円」に改め、同条第３項中「平成３１年度及び平成３２年度の各年度」を「令和

２年度」に、「３６，６００円」を「３１，８００円」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の木津川市介護保険条例第４条の規定は、令和２年度以降の年度分の保険料

から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 （木津川市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正） 

３ 木津川市介護保険条例の一部を改正する条例（平成３１年木津川市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。 

 

 

 

 

 

 



参考資料（承認第１０号） 

 

木津川市介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 

（新） 

第１条～第３条 （略） 

（保険料率） 

（旧） 

第１条～第３条 （略） 

（保険料率） 

第４条 平成３０年度から令和２年度ま

での各年度における保険料率は、次の

各号に掲げる第１号被保険者の区分に

応じそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 

 （１）～（１４） （略） 

第４条 平成３０年度から平成３２年度

までの各年度における保険料率は、次

の各号に掲げる第１号被保険者の区分

に応じそれぞれ当該各号に定める額と

する。 

 （１）～（１４） （略） 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者

についての保険料の減額賦課に係る令

和２年度における保険料率は、同号の

規定にかかわらず、１９，１００円と

する。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者

についての保険料の減額賦課に係る平

成３１年度及び平成３２年度の各年度

における保険料率は、同号の規定にか

かわらず、２２，３００円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険

者についての保険料の減額賦課に係る

令和２年度における保険料率は、同号

の規定にかかわらず、３１，８００円

とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険

者についての保険料の減額賦課に係る

平成３１年度及び平成３２年度の各年

度における保険料率は、同号の規定に

かかわらず、３６，６００円とする。 

４・５ （略） 

第５条～第１８条 （略） 

 

４・５ （略） 

第５条～第１８条 （略） 

 

 

 



木津川市介護保険条例の一部を改正する条例（平成３１年木津川市条例第

１６号）の一部を改正する条例新旧対照表（附則第３項関係） 

（新） 

本則 （略） 

  附 則 

（旧） 

本則 （略） 

  附 則 

１ （略） １ （略） 

（経過措置）  （経過措置） 

２ 改正後の木津川市介護保険条例第４

条の規定は、令和元年度以降の年度分

の保険料から適用し、平成３１年度以

前の年度分の保険料については、なお

従前の例による。 

２ 改正後の木津川市介護保険条例第４

条の規定は、平成３１年度以降の年度

分の保険料から適用し、平成３０年度

以前の年度分の保険料については、な

お従前の例による。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


